
熱やせきなど
の症状

感染を広げないために、直接医療機関を受診せず、まずはお電話でご相談

ください。

新型コロナウイルスに関する全般的な相談

雫石町新型コロナウイルス感染症対策本部

電話相談

かかりつけ医や身近な医療機関に電話相談

かかりつけ医がない、どの医療機関に行けば
いいか迷う場合

受診・相談センターに電話相談
（旧：帰国者・接触者相談センター）

電話番号：019-651-3175
（24時間 土日・祝日含む）

新型コロナウイルス感染症相談窓口
電話番号：019-629-6085（土日・祝日含む９時～21時）

または

受診時間や、受診方法をご確認ください。

相談の後、検査体制の整った診療・検査医療機関を

紹介される場合もあります。

熱などの症状がある場合
かかりつけ医にまず電話！

令和２年

１１月から


